








猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務委託
公募型プロポーザル方式
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令和８年４月
猪名川町 消防本部

1. はじめに
猪名川町では、消防団活動における連絡・情報共有・事務処理をデジタル化する消防アプリを開発・導入し、災害時の初動対応の迅速化・情報共有基盤の整備と事務処理負担の軽減を図り、消防団業務にデジタル技術を導入しＤＸ化を目指すこととした。
以上のことから、本業務は、消防団員への参集通知や活動記録、周辺情報を一元的に常備消防と共有し、訓練や災害対応といった活動の一部をデジタル化することで、消防団及び常備消防の活動を質的に向上させるとともに持続可能な運用体制を構築するものである。
ついては、プロポーザル方式により、提案を広く求め、機能・価格等を総合的に評価し、最も優れた企画提案を行った事業者を、当該業務の優先交渉権者として決定し、「猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務（消防団アプリ開発TAI業務）」の締結交渉を行い、契約確定後に発注する。

2. 業務概要
（1） 業 務 名　猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務（消防団アプリ開発TAI業務）
（2） 業務場所　兵庫県川辺郡猪名川町紫合字古津側山４番地１０
（3） 業務内容　
①基礎情報の収集・整理
②アプリの設計
（画像等共有機能の実装、参集通知の段階的運用、常備消防等との連携機能など）
③アプリの開発・導入・設定・操作研修・連携試験
④林野火災を想定した実証試験
⑤会議・実証試験等の開催支援
⑥報告書の作成
※詳細は「猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務委託仕様書」に記載のとおり
（4） 履行期間　契約日～令和９年２月２８日（日）まで
（5） 予 算 額　５，０００千円 

3. 提案にかかる資格要件
（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。
（2） 猪名川町指名競争入札の業者選定要綱に基づく指名停止中でない者。
（3） 本業務と同種の地方公共団体における業務を履行し、成果物を納品した実績があること。
（4） 本業務を統括する業務主任担当者は（３）における実務経験を有すること。
（5） 猪名川町が示す履行期間までに構築することが可能であり、かつ支障なく稼動することを確約できる者。

4. 本事業に対する参加表明及び質問回答
（1） 参加表明
仕様書等の内容を確認いただき、本プロポーザルに応じていただける場合、プロポーザル参加表明書（様式１）に必要事項を記入の上、PDFファイルで提出してください。原本は後日郵送で提出してください。
（2） 質問
調達関連資料等について質問がある場合、エクセルの任意様式にて質問書を作成し、質問項目を記載して、電子メールにて送付してください（電子メール以外ではお受けできません）。※調達関連資料等以外のご質問は受付いたしません。
（3） 受付期間（参加表明、質問）
令和８年３月２３日（月）１５時から令和８年３月２７日（金）１７時まで
宛先：shobo-dan@town.inagawa.lg.jp
（4） 質問への回答
令和８年３月３０日（月）１５時から猪名川町ホームページにおいて公表します。

5. 提案に関する事項
（1） 提出書類　※提出書類はＡ４判で編冊し、ファイル等で一式にまとめること
1 各様式 ５部
（様式２）誓約書/（様式３）会社概要書/（様式４）類似業務実績調書／（様式５）配置予定技術者/ （様式６）配置予定技術者実績調書
2 企画提案書（任意様式） ５部
Ａ４版１０頁以内（表紙除く、両面印刷可）
※企画提案書には、別紙１（1～１０）の事項について記入すること
3 見積書（様式７） ５部（正本１部、副本４部[副本は複写可]）
※補足資料として見積内訳表を任意様式で提出すること
（2） 提出方法
「（１）提出書類」に不備がないか、十分確認の上「（３）受付期間」までに「（４）提出先」まで持参あるいは郵送にて提出してください。
（3） 受付期間
令和８年３月３０日（月）１５時から令和８年４月３日（金）１７時　※必着
※提出当日は受付のみとなりますので、郵送・持参どちらでも可能です。ただし、郵送の場合、必ず書留等の町が受領した証明が可能な方法で、期日までに書類が猪名川町に到着するように郵送してください。
（4） 提出先
猪名川町 消防本部
住 所：〒666-0233 猪名川町紫合字古津側山４番地１０電 話：072-766-0119 FAX：072-766-8831
メール：shobo-dan@town.inagawa.lg.jp
（5） 留意事項
1 提出いただいた書類等は返却しません。なお、受託者の企画提案書による提案内容は猪名川町に帰属します。
2 参加提案に関する全ての費用は、提案事業者の負担とします。
3 次のいずれかに該当する場合その提案は無効とします。
· 参加申込書の提出がなかった場合
· 提出期限に遅延した場合
· 提案内容が仕様書等の条件を満たしていない場合
· 適正な競争を妨げる行為が認められる場合
· 提案内容に虚偽の記載があった場合
· 入札参加資格者名簿の登録者の記名、押印のない場合
· 他の提案事業者に対する妨害行為、あるいは選定にかかる本町職員への職務執行を妨害する行為を行った場合
· 提案により採用されたことをもって、提案したすべての内容（範囲）の契約を保証するものではありません。契約内容（範囲、仕様等）については、別途協議を行い、決定するものとします。
· 提出された企画提案書等は、本業務以外の目的には使用しません。ただし、情報公開請求があったとき、その他本町が必要と認めるときは、本町はこれを無償で使用することができるものとします。また、提出された企画提案書等は、複製を作成する場合があります。
4 本業務は、総務省消防庁「令和８年度消防団の力向上モデル事業」 に対して、本町が申請した事業の採択確定が事業実施の条件となります。従って、同事業が不採択となった場合は本事業の実施は見送るものとし、本プロポーザルの結果についても無効とします。また、事業が採択された場合であっても助成金額が減額されたときは、契約内容（範囲、仕様等）について別途協議を行い、決定するものとします。

6. 選考方法等
（1） 選定　　
提案内容を、提案事業者の実績、提案価格等から総合的に判断し、契約候補事業者を選定します。
1 猪名川町が指定する会場にてのヒアリング審査（プレゼンテーション）による得点
2 見積額による得点
※プレゼンテーションは、提案事業者によるプレゼンテーション（２０分以内）＋質疑応答（１０分以内）とし評価を行います。
[bookmark: _Hlk130901288][bookmark: _Hlk130901469][bookmark: _Hlk130901307]※投影装置を利用する場合、必要機材一式は提案事業者が準備してください。
（2） 審査方法
1 予定価格を超えている場合は、その企画提案書は審査から除外します。
2 審査項目は、「猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務委託仕様書に係るプロポーザル方式評価基準」に基づく評価点により行います。
3 選考にあたり、町消防職員で構成する選考委員会を設置します。
4 審査の結果、評価点の最も高い者を受託候補者に決定します。
5 評価点が同点の場合は、【別紙１】提案項目４，６，１０の点数合計が高い者を本業務の受託候補者に決定します。当該審査項目の点数合計が同点の場合は、委員長が決定します。
（3） 選考委員会
選考委員会の構成員は、選考委員長を消防長とし、選考委員を消防本部課長、消防署長、消防本部消防団担当主幹、総務防災課危機管理担当主幹の５名で構成します。
（4） 留意事項
1 プレゼンテーション当日の出席は、３名以下としてください。
2 プレゼンテーションに関する費用は、提案事業者の負担とします。
3 日時等プレゼンテーションの詳細は、参加申込書提出後、別途通知します。
（5） 選考スケジュール及び結果の通知
令和８年３月２３日（月）１５時	公募開始
令和８年３月２３日（月）１５時	参加表明・質問書受付開始
令和８年３月２７日（金）１７時　　　質問書提出締切
令和８年３月３０日（月）１５時	質問回答（町ホームページにて公表）
令和８年３月３０日（月）１５時　　　参加申込書等受付開始
令和８年４月　３日（金）１７時	参加申込書等提出期日
令和８年４月　９日（木）ヒアリング審査（プレゼンテーション）実施
令和８年４月１５日（水）	審査結果通知
※選考結果の公表及び評価点の照会
· 選考終了後、指定の書式の提出により、見積価格及び評価点を公表します。
· 自らの審査項目ごとの得点について、照会することができます。

7. 問い合わせ先
猪名川町 消防本部
住 所：〒666-0233 猪名川町紫合字古津側山４番地１０
電 話：072-766-0119	担当：武藤、乾 
[bookmark: _Hlk130389027]メール：shobo-dan@town.inagawa.lg.jp

8. その他
· 猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務に係るプロポーザル方式評価基準
· 猪名川町消防団先進的デジタル技術実装業務委託仕様書
· （別紙１） 提案項目
· （様式１）　プロポーザル参加表明書
· （様式２） 誓約書
· （様式３） 会社概要書
· （様式４） 類似業務実績調書
· （様式５） 配置予定技術者
· （様式６） 配置予定技術者実績調書
· （様式７） 見積書
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